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旭川市こんにちは赤ちゃんステーション 

登録施設 各位 

 

旭川市長 西 川  将 人   

（子育て支援部子育て支援課担当） 

 

 

旭川市こんにちは赤ちゃんステーションに関する調査について（依頼） 

 

 晩夏の候，貴社におかれましては，ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 また，日頃より本市の子育て支援に係る取組に対し，ご理解とご協力を賜り，心よりお

礼申し上げます。 

 さて，「旭川市こんにちは赤ちゃんステーション」は，子育て世帯に授乳やオムツ替えの

場などを提供し，子どもを生み育てやすい環境づくりを目指す取組として，平成２３年４

月に制度を開始してから１０年を迎えました。 

 つきましては，現時点での登録内容の確認と合わせて，今後の制度見直しの参考とする

ため，登録施設の皆様を対象とした調査を実施しますので，大変ご多忙の所と存じますが，

９月１０日（金）までに，ご回答をいただけますようお願いいたします。 

 

１ 送付書類 

 

 ⑴ 旭川市こんにちは赤ちゃんステーション調査票 

 ⑵ 返信用の封筒（切手不要） 

 ⑶ ［資料１］旭川市こんにちは赤ちゃんステーション登録内容 

 ⑷ ［資料２］旭川市こんにちは赤ちゃんステーション事業実施要綱 

 

 ※ 上記１の電子データは，旭川市のホームページからダウンロードできます。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

〒０７０－８５２５ 

旭川市７条通１０丁目 第二庁舎５階 

旭川市子育て支援部子育て支援課子育て企画係 岩本 

電 話：（０１６６）２５－９１２８ 

ＦＡＸ：（０１６６）２２－３２７５ 

E-mail：kosodateshien@city.asahikawa.hokkaido.jp 

旭川市こんにちは赤ちゃんステーション 



― （参考）子ども連れでのお出かけを支援する主な取組について ー 

 

名称 旭川市こんにちは赤ちゃんステーション 北海道あかちゃんのほっとステーション 旭川こどもーる 

制度を担当

する自治体 
旭川市 北海道 旭川市 

対象区域 旭川市 北海道 旭川市及び近隣８町 

内容 

 授乳及びオムツ替えの場等を提供する

施設や店舗を登録し，子どもを生み育て

やすい環境の充実を図る取組 

 子育て中の親子などが安心して外出できる

環境づくりを進めることを目的とした取組 

子ども連れでのお出かけに対応した施設

や店舗を紹介するＷＥＢサイト 

（授乳の場などを検索することも可能） 

登録要件 

次のいずれかを提供する施設・店舗であ

ること 

・授乳の場 

・オムツ替えの場 

・ミルク用お湯 

次の両方を提供する施設・店舗であること 

・授乳の場 

・オムツ替えの場 

 

子ども連れ歓迎の意向を持っている施設・

店舗であること 

登録店舗・

施設数 
１０８施設（令和３年７月現在） 

３３９施設（令和２年１月現在） 

※うち旭川市内３２施設 
４６３施設（令和３年７月現在） 

表示 

(ステッカー) 

   

開始年月日 平成２３年４月 平成２３年１１月 平成２８年４月 

 


